
第 1回医療費統計の整備に関する検討会

平成 22年 4月 26日 (月 )13:30～ 15:30

厚生労働省大臣官房統計情報部会議室

議 事 次 第

○議事

1.医療費統計の整備に関する検討会の設置について

2.国民医療費の概要について

3.SHAに ついて
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資料 2  国民医療費の概要について

資料 3  0ECDの SHA手法に基づく保健医療支出推計
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医療費統計の整備に関する検討会開催要項

1.目 的

「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成 21年 3月 13日閣議決定)において、
「医療費に関する統計の体系的整備、国際比較可能性の向上の観点から、保健医療等の

分野全体の医療費をマクロでとらえる統計 (0匡 CDの SHA手法に基づく保健医療支

出推計)を公的統計として位置づけることについて検討する。」ことが示されており、当

該検討を行うに当たり、専門的見地からの意見・助言を得ることを目的とする。

2.検討事項                        ｀

検討会は、「公的統計の整備に関する基本的な計画」の「別表 今後5年間に講ずべき

具体的施策」のうち、「第2 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策」
「(4)医療費に関する統計の国際比較可能性の向上Jについて検討を行う。

3.構成員

別紙のとおり。

4.運営等

(1)検討会は、構成員のうち1人を座長として選出する。

(2)検討会に座長代理をおくことができる。

座長代理は、座長が検討会の構成員から指名するものとし、座長を補佐し、座長不

在の場合にはその職務を行う。

(3)座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係者に検討会の出席を求め、

意見を聴くことができる。

(4)検討会は、原則として公開するものとする。ただし、座長は、公開することにより

検討に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があると認

めるときは、会議を非公開とすることができる。

(5)検討会の資料は、原則として公表する。ただし、座長は、公表することにより検討

に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があると認める

ときは、資料を非公表とすることができる。

(6)検討会は、議事録を作成し公表する。ただし、会議を非公開とする場合には、議事

要旨を公表する。

(7)検討会は、統計情報部長が主催し、その庶務は統計情報部人口動態・保健統計課保

健統計室において行う。

(8)前各号のほか、検討会の運営その他検討会に関し必要な事項は、座長がこれを定め

る。



(別 紙)

医療費統計の整備に関する検討会 構成員名簿

(五十音順・敬称略)

岩 本 康 志  東京大学大学院経済学研究科教授

岡 村 智 教  独立行政法人国立循環器病研究センター予防健診部長

廣 松   毅  情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科教授

同セキュアシステム研究所長

前 田 由美子  日本医師会総合政策研究機構研究部専門部長主席研究員



国民医療費の概要について



国民医療費の範囲 と推計方法

1 国民医療費の範囲                        ・

「国民医療費」は、当該年度内の医療機関等における傷病の治療に要する費用を推

計 したものである。この額には診療費、調剤費、入院時食事 。生活医療費、訪問看護

医療費のほかに、健康保険等で支給 される移送費等を含んでいる。

国民医療費の範囲を傷病の治療費に限つているため、 (1)正常な妊娠や分娩等に要

す る費用、 (2)健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種等に要する費用、

(3)固 定 した身体障害のために必要とする義眼や義肢等の費用は含んでいない。

また、患者が負担する入院時室料差額分、歯科差額分等の費用は計上 していない。

国 民 医 療 費 の 範 囲

医 療 提 供 機 関 等 提 供 さ れ る サ ー ビ ス

国民医療費に含まれるもの        国民医療費に含まれないもの

保 険 法 に お け る
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推計方法

国民医療費は、以下の (1)～ (3)に より制度区分別国民医療費を算出した。
1)公費負担制度によって国又は地方公共団体の負担する「公費負担医療給付分」、医療
保険制度及び労災保険制度等の給付 としての「医療保険等給付分」、老人保健法による
医療としての「老人保健給付分」にういて、原則として当該年度内の診療にういての支
払確定額 (高額療養費 (高額医療費)を含む。)

2)患者負担分のうち (1)の給付に伴 う一部負担額の推計値
3)患者負担分のうち全額自費による傷病の治療に要する費用 (自 賠責保険による支払い
及び自費診療)の推計値
次に、上記国民医療費をもとに財源別国民医療費、診療種類別国民医療費、年齢階級別

国民医療費、傷病分類別一般診療医療費を、各種調査による割合を用いて按分し、推計し
た。

要

制度区分

(1)公費負担医療給付分

各制度を担当する行政当局等の医療費の決算額 (一部支払い確定額)及び地方公共団体単独実施
に係る医療費の支払い確定額。

(2)医療保険等給付分

○医療保険

各医療保険制度毎の「事業年報」、 「事業統計」等の支払い確定額。

○その他

労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、独立行政法人日本ス
ポーツ振興センター法、防衛省職員給与法に係る支払い確定額及び公害健康被害の補償等に関する
法律く健康被害救済制度による救済給付による医療費を担当する行政当局等の決算額。

(3)老人保健給付分

担当する行政当局の決算額及び支払い確定額。

(4)患者負担分

○全額自費

傷病分類別の入院一入院外別推計患者数に傷病分類別 1日 当たり′点数を乗じ、次いで 1年間の総
点数を算出し、全額自費分を推計している。

○公費・保険又は老人保健の一部負担

公費負担医療のうち生活保護法は、 「医療扶助実態調査]に より本人の一部負担の割合を用いて
推計し、患者負担としている。
被用者保険は法定給付額に一部負担率を乗じた額から、附加給付、高額療養費、保険優先公費負

担分を除き、さらに、入院時食事療養に係る負担額を、入院時食事療養費の食事回数に1食当たり
｀

標準負担額を乗じて推計し、入院時生活療養に係る負担額を、入院時生活療養費の食事回数に 1食
当たり標準負担額を乗じた額と入院日数に居住費の 1日 当たり標準負担額を乗じた額を合計して推
計し、それら全てを合計している。

国民健康保険は「国民健康保険事業年報」、老人保健制度分は「老人医療事業年報」等による。
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方 法 の 概 要

2 財源

(1)公費

次の①～③を合計している。
①公費負担医療給付分
②医療保険・労災等及び老人保健制度による医療給付に国及び地方の法定負担率を乗じて得た額
③医療保険に対する定額国庫補助額

(2)保険料

国民医療費から公費と患者負担分等を除いたもの。
被用者保険、退職者医療及び老人保健制度は、各保険者別毎に保険料率の事業主と被保険者別の

比を用いて按分している。
国民健康保険の保険料 (税)は被保険者に含まれている。

(3)そ の他

○患者負担

制度区分別の患者負担分と同じ。

○原因者負担

公害健康被害の補償等に関する法律及び健康被害救済制度による救済給付による医療費を担当す
る行政当局等の決算額。

3 診療種類

主として制度区分別国民医療費推計の際に分けている。ただし、参考資料から直接得られない場
合、たとえば、被用者保険の療養費の一部は、共済組合の療養費の入院―入院外別比率を用いて按
分し、国民健康保険の給付費は費用額の入院―入院外別比率を用いて按分している。.そ の他 (労災
等)は、入院―入院外別推計患者数に 1日 当たり点数を乗じて得た比率を用いて按分している。

4 病院―一般診療所              ,
入院一人院外別一般診療医療費に病院一一般診療所別診療′点数割合を乗じて推計している。ただ

し、公費負担医療制度のうち結核予防法、精神保健福祉法は、病院―一般診療所推計患者数に 1日
当たり点数を乗じて割合を算出し、推計している。

5 年齢階級・傷病分類

被用者保険、国民健康保険、生活保護法等の医療費を各参考資料の入院―入院外、年齢階級・傷
病分類別構成割合に基づいて按分している。老人保健制度の大部分は各参考資料の70歳以上を用い
て按分している。
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な    参

制度区分      ~

(1)公費負担医療給付分

「基金年報」
「基金統計月報」
「社会福祉行政報告」
「介護給付費実態調査報告」
「都道府県決算状況調」

(2)医療保険等給付分

○医療保険

「政府管掌健康保険・船員保険・厚生年金保険 。

,国民年金 。組合管掌健康保険 。国民健康保険・

纏奎襟優君蓉彗翼年報」
「国家公務員共済組合事業統計年報」
「地方公務員共済組合等事業年報」
「私学共済制度事業統計」
「国民健康保険事業年報」

○その他

「労働者災害補償保険事業年報」
「国家公務員災害補償統計」
「常勤地方公務員災害補償統計」
「学校の管理下の災害」
「基金年報」

(3)老人保健給付分

「老人医療事業年報」
「老人医療事業月報」

(4)患者負担分

○全額自費

「患者調査」
「医療給付受給者状況調査報告」

○公費・保険又は老人保健の一部負担

「医療扶助実態調査」
「政府管掌健康保険・船員保険・厚生年金保険・

国民年金・組合管掌健康保険 。国民健康保険・

遭食縫簾薫議彗羹年報」
「老人医療事業年報」
「老人医療事業月報」
「患者調査」

社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金
厚生労働省大臣官房統計情報部
厚生労働省大臣官房統計情報部
総務省自治財政局

社会保険庁

健康保険組合連合会
財務省主計局
総務省自治行政局
日本私立学校振興・共済事業団
厚生労働省保険局

厚生労働省労働基準局
人事院職員局
地方公務員災害補償基金
独立行政法人日本スポーツ振興センター
社会保険診療報酬支払基金

厚生労働省保険局
厚生労働省保険局

厚生労働省大臣官房統計情報部
社会保険庁

厚生労働省社会・援護局
社会保険庁

厚生労働省保険局
厚生労働省保険局
厚生労働省保険局
厚生労働省大臣官房統計情報部

料
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な

社会保険庁    :

健康保険組合連合会
厚生労働省保険局
厚生労働省保険局
厚生労働省保険局

社会保険庁

厚生労働省保険局
厚生労働省保険局
厚生労働省保険局
厚生労働省大臣官房統計情報部
社会保険庁
社会保険診療報酬支払基金
社会保険診療報酬支払基金
財務省主計局
総務省自治行政局
日本私立学校振興 。共済事業団
厚生労働省大臣官房統計情報部

社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険中央会
厚生労働省大臣官房統計情報部
厚生労働省社会・援護局
厚生労働省大臣官房統計情報部

7

社会保険庁
厚生労働省保険局
厚生労働省大臣官房統計情報部
厚生労働省社会・援護局 _
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Ⅱ 平成19年度国民医療費の概要

図 1

兆円
35

平成19年度の国民医療費は34兆 1360億 円、

前年度の33兆 1276億 円に比べ1兆84億 円、3.0 30

%の増加 となうている。

人 ロー人当た りの国民医療費は26万7200円 、 25

前年度の25万 9300円 に比べ3.9%増 加 してい 罠20

る。国民量療費の国民所得に対する比率は9.H長

%(前年度8.87%)と なっている。       15
(図 1、 表 1)
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0

昭和・
30   35   40
。年度

国民医療費の状況 国民医療費 と対国民所得比の年次推移

%

対
国
民
所
得
比

55   00    2
平成

7   12     19
年度

表 1 国民医療費 と国民所得の年次推移

洋:1)平成 12午 4月 から介護保険制度が担行されたことに伴い、従来国民医療費の対象となっていた費用のうち介護保健の費
用に移行したものがあるが、これらは平成 12年度以降、国民医療費に含まれていない。

2)国民所得は、内閣府発表の「国民経済計算」(平成 20年 12月 発表)に よるも
3)人 ロー人当たり国民医療費を算出するために用いた人口は、総務省統計局による「国勢調査」及び「推計人口」め総人口

である。
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315 375
321 111
331 289

331 276
341 360

252
11.0
19.5
20.4
6.1

6.6
5.9
3.8
5.2
4.5

5.9
7.6
3.8
5.9
4.5

△

△

△

６

６

３

８

８

　

２

５

９

８

２

５

１

２

３

１

　

３

０

１

１

３

0.0
3.0

2.4
2.7
11.4
57.9
132.3

140.3
147.8
152.8
160.1
166.7

176.0
188.7
195.3
206.3
214.7

226.1
229.2
233.9
242.3
237.5

244.3
242.9
247.1
251.5
259.3

259.3
267.2

12.5
17.5
19.1
5.4

6.0
.5.3
3.4
4.8
4.1

5.6
7.2
3.5
5.6
4.1

5.3
1.4
2.1
3.6
2:0

2.9
0.6
1.8
1.8
3.1

0.0
3.0

△

△

△

69 733
268 270

1 239 907
2 610 890

2 680 934
2 818 190
3 039 679
3 222 073
3 483 454

3 710 808
3 693 236
3 690 327
3 740 795
3 742 775

3 806 211
3 819 989
3 689 215
3 643 409
3 718 039

3 613 335
3 557 610
3 580 792
3 638 976
3 658 783

3 735 911
3 747 682

５

２

４

　

７

１

９

０

１

１

０

７

　

２

５

７

６

８

５

５

１

４

１

　

７

４

４

２

０

　

８

５

７

６

５

　

１

３

６

０

０

１

０

　

１

０

３

１

２

　

２

１

０

１

０

　

２

０

△
△
　
　
　
　
　
△
△
　
　
△
△

3.42
4.18
5.22
6.13

6.37
6.41
6.17
6.12
5.92

5.88
6.36
6.60
6.89
7.20

7.48
7.57
8.02
8.43
8.11

8.61
8.70
8.81
8.82
9.05

8.87
9.11
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2 制度 区分別国民医療費

制度 区分別 にみ ると、医療保険等給付分は16兆 7576億 円 (構成割合 49.2%)、 老人保

健給付分は10兆 2785億 円 (30。 2%)、 公費負担医療給付分は2兆 3002億 円 (6.8%)と
なっている。また、患者負担分は4兆 7368億 円 (13。 9%)と なっている。

対前年度増減率をみ ると、被用者保険分は3.6%の 増加、国民健康保険分は6.8%の
増加、患者負担分は0。 4%の 減少 となっている。 (表 2)

表 2 制度区分別国民医療費

注 :1)被 用者保険及び国民健康保険適用の高齢者は70歳以上である。
2)労働者災害補償保険、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、独立行政法人 日本スポーツ振興センター
法、防衛省職員給与法、公害健康被害の補償等に関する法律及び健康被害救済制度にょる救済給付による医療費で
ある。                    ヽ

3 財源別 国民医療費                            |

財源別 にみ ると、国民医療費34兆 731億 円の うち、公費分 は12兆 5271億 円 (36.8%)、

保険料分 は16兆 7898億 円 (49.3%)と なつている (表 3)。      .

表 3 財源別国民医療費

注 :患者負担及び原因者負担 (公害健康被害の補償等に関する法律による補償給付及び健康被害救済制度による救済給付 )
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制 度 区 分

平成19年度 平成 18年度 対 前 年 度

推計額

(億円 )

構成割合

(%)
推計額

(億 円)

構成割合
(%)

増減額

(億 円)

増減率

(%)
国 民 医 療 費

公 費 負 担 医療 給 付 分

医 療 保 険 等 給 付 分

医  療  保  険

被 用 者 保 険

被 保 険 者

被 扶 養 者

高 齢 者 1)

国 民 健 康 保 険

高 齢 者 以:外

高 齢 者 1)

そ  の  他 2)
老 人 保 健 給 付 分

患 者 負 担 分

340 731

23 002

167 576

164 782

78 163

38 838

34 848

4 477

86 619

61 908

24 711

2 793

102 785

47 368

100.0

6.8

49.2

48.4

22.9

11.4

10.2

1.3

25.4

18.2

7.3

0.8

30.2

13.9

331 276

22 125

159 272

156 480

75 411

37 344

34 464

3 603

81 069

61 721

19 347

2 792

102 325

47 555

100.0

6.7

48.1

47.2

22.8

11.3

10.4

1.1

24.5

18.6
.5.8

0.8

30.9

14.4

9 455

878

304

303

752

494

383

875

551

186

364

1

461

187

8

8

2

1

5

5

△

2.9

4.0

5.2

5.3

3.6

4.0

1.1

24.3

6.8

0.3

27.7

0.0

0.5

△ 0.4

源財

平成19年度 平成 18年度 対 前 年 度

推計額

(億円)

構成割合

(%)

推計額

(億円)

構成割合

(%)
増減額

(億 円)

増減率

(%)
費

費

庫

方

料

療医
　
　
　
　
険

民
　
　
国

地

公
　
　
　
保

国

事   業   主

被 保 険 者

そ   の   他  注)

患 者 負 担 (再 掲 )

340 731

125 271

84 300

40 971

167 898

69 241

98 657

47 562

47 368

100.0

36.8

24.7

12.0

49.3

20.3

29.0

14.0

13.9

331 276

121 274

81 895

39 379

162 245

66 923

95 322

47 757

47 555

100.0

36.6

24.7

11.9

49.0

2012

28.8

14.4

14.4

9 455

3 997

2 405

1 592

5 653

2 318

3 335

∠ゝ   195

∠ゝ   187

2.9

3.3

2.9

4.0

3.5

3.5

3.5

△ 0.4

△ 0.4



診療種類別国民医療費

診療種類別にみると、一般診療医療費は 25兆 6418億 円 (75。 1%)、 その うち入院

医療費は12兆 6132億 円 (36。 9%)t入院外医療費は13兆 287億 円 (38.2%)と なっ

ている。また、歯科診療医療費は2兆 4996億 円 (7.3%)、 薬局調剤医療費は5兆 1222

億円 (15.0%)、 入院時食事 。生活医療費は82o6億 円 (2.4%)と なっている。

対前年度増減率をみ る と、一般診療医療費は 2.4%の 増加、薬局調剤医療費は

8.8%の 増加 となっている。 (表 4t図 2).

表 4 診療種類別国民医療費

図 2 診療種類別国民医療費構成割合 (%)

入院時食事 。
訪問看護医療費 平成 19年度

生活医療費

2.郷
0.2%

診 療 種 類

平成19年度 平成 18年度 対 前 年 度

推計額

(億 円)

構成割合

(%)
推計額

(億 円)

構成割合

(%)

増減額

(億円)

増減率

(%)
国 民 医 療 費

一 般 診 療 医 療 費

入 院 医 療 費

一 般 診 療 所

入 院 外 医 療 費

一 般 診 療 所

歯 科 診 療 医 療 費

薬 局 調 剤 医 療 費

入院時食事 。生活医療費

訪 問 看 護 医 療 費

院

院

病

病

341 360

256 418

126 132

、121 349

4 782

130 287

51 753

78 534

24 996

51 222

8 206

518

100.0

75。 1

36.9

35.5

1.4

38.2

15.2

23.0

7.3

15.0

2.4

0.2

331 276

250 468

122 543

117 885

4 658

127 925

51 058

76 867

25 039

47 061

8 229

479

100.0

75.6

37.0

35.6

1.4

38.6

15.4

23.2

7.6

14.2

2.5

0.1

10 084

5 950

3 589

3 464

124

2 362

695

1 667

△    43

4 161

△    24

39

3.0

2.4

2.9

2.9

2.7

1.8

1.4

2.2

△  0.2

8.8

△  0.3

8.1

入院外医療費
38.291

-8ニ



5 年齢階級別国民医療費

年齢階級別にみる と、0～ 14歳 は 2兆 3264億 円 (6.8%)、 15～ 44歳 は 4兆 983

5億 円(14.6%)、 45～ 64歳 は9兆 511億円 (26.6%)、 65歳 以上は 17兆 7122億円 (5

2.0%)と なっている。

人 ロー人当た り国民医療費をみ ると、65歳未満は16万 3100円 、65歳以上は64

万4990円 となつてい る。その うち一般診療医療費では65歳未満がH万 48oO円 、

65歳 以上が51万 2100円 となつている。歯科診療医療費では、65歳未満が1万 710

0円 、65歳 以上が2万8700円 となっている。薬局調剤医療費では、65歳未満が2万

8600円 、65歳 以上が8万 2000円 となっている。 (表 5)

注 :年齢階級別の人ロー人当たり国民医療費を算出するため、総務省統計局「推計人口」の各年齢階級別
人口を分母に用いた。
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表 5 年齢階級別国民医療費

年 齢 階 級

平 成 19年 度 平 成 18年 度

推 計 額

`債
円)

構成割 合

(%)
］顧

人
医

一
員

口人
国

(千 円 )

推 計 額

rtt rElヽ

構 成 割 合

`0/_ヽ

“
費

当
療

人
医
ヽ

一
民

ロ人
国

(千 円 )

数

歳 未  満

0～ 14歳

15 ^‐  44 歳

45 - 64 歳

歳  以 上

70歳 以 上 〈再掲 )

75歳 以 上 (再掲 )

数

歳  未  満

0～ 14歳

15 ^‐  44 方支

45 - 64 歳

歳  以 上

70歳 以 上 〈再掲 )

75歳 以 上 〈再掲〉

数

歳  未  満

0～ 14歳

15 - 44 虜詭

45 - 64 房晏

歳  以 上

70歳 以 上 (再掲 )

75歳 以 上 (再掲 )

数

歳 未  満

0～ 14歳

15 ^- 44 歳

45 ^- 64 虜誠

歳  以 上

70歳 以 上 (再掲 )

75歳 以 上 〈再掲 )

総

総

総

総

341 360

163 921

23 269

49 920

90 732

177 439

141 741

100 893

256 418

115 445

16 063

33 939

65 443

140 973

114 610

82 313

24 996

17 126

1 939

6 773

8 413

7 871

5 517

3 211

51 222

28 702

5 186

8 547

14 968

22 520

16 424

11 280

100.0

48.0

6.8

14.6

26.6

52.0

41.5

29.6

100.0

45.0

6.3

13.2

25.5

55.0

44.7

32.1

100.0

68.5

7.8

27.1

33 7

31.5

22.1

12 8

100.0

56.0

10.1

16.7

29.2

44.0

32.1

22.0

一 般 診 療 医

歯 科 診 療 医

25.3 1

薬 局 調 剤 厖

40_11

得:|

17.7.

43.1 1

82.0 1

83 7

88.8 1

医民国 療

331 276

160 043

22 134

47 719

90 190

171 233

136 303

96 735

費 (再 ツ

250 468

114 095

15 582

32 522

65 990

136 373

110 132

78 938

費 (再 タ

25 039

17 206

1 832

6 756

8 617

7 834

5 429

3 045

費 (再素

47 061

25 912

4 615

7 737

13 560

21 149

15 700

10 785

療

療

療

費

100.0

48.3

6_7

14.4

27.2

51.7

41.1

29.2

100.0

45.6

6.2

13.0

26.3

54.4

44.0

31.5

100.0

68.7

73

27 0

34 4

31.3

21_7

12_2

100.0

55.1

9.8

164

28.8

44.9

33.4

22.9

)

259.3

158.2

127_0

98.1

257.1

643.6

718.1

795.1

196.0

112.8

89.4

66.9

188.1

512.6

580.3

648:8

19.6

17.0

10.5

13.9

24 6

29 4

28.6

25 0

36.8

25.6

26.5

15,9

38.7

79.5

82.7

88.7



6 傷病分類別一般診療医療費

一般診療医療費 を主傷病による傷病分

類別 にみ ると、 「循環器系の疾患」5兆

4353億 円 (21.2%)が 最 も多 く、次 いで

「新生物」3兆 716億 円 (12.0%)、 「腎尿

路生殖器系の疾患」2兆 1389億 円 (8.3%)、

「呼吸器系の疾患」2兆 1191億 円 (8.3%)、

「精 神 及 び 行 動 の 障 害 」 1兆 9378億

円 (7.6%)と なつている (表 6)。

65歳未満 と65歳 以上のそれぞれ上位 5

傷病 の構成割合 をみ る と、65歳未満 で

は 「循環器系の疾患」、「新生物」、「呼

吸器系の疾患」の 3傷病で34.5%で ある

のに対 し、65歳 以上では 「循環器系の疾

患」が 28。 7%を 占めている (図 3)。

65歳以上

図 3 上位 5傷病別一般診療医療費構成割合 (%)

腎尿路生殖器系の疾患   精神及び行動の障害

循環器系の疾患 新生物  l    呼吸器系の疾患

新生物 精神及び行動の障害

殖器絢 疾患 その他

筋骨格系及び結合組織の疾患

循環器系の疾患

平成19年度

その他

注  1)
2)

0%       10%      20%      30%      40%      50%

傷病分類は、「第lo回修正国際疾病、傷害及び死因分劉 による志

「 その他」とはヽ上缶 傷病以外の傷病である。

~モ
■)―

表 6 上位 5傷病別一般診療医療費

傷 病 分 類

平 成 19年度 平成 18年庁

額計ヽ
帥

推
‘

構成割合
r、な、

額

ヽ計
側

推
‘

構成割合

`●

/.)

循環器系の疾患

新  生  物

腎尿路生殖器系の疾患

呼吸器系の疾患

精神及び行動の障害

そ  の  他

循環器系の疾患

新  生  物

呼吸器系の疾患

精神及び行動の障害

腎尿略生殖器系の疾患

そ  の  他

循環器系の疾患

新  生  物

筋骨格系及び結合組織の

疾患

腎尿略生殖器系の疾患

内分泌、栄姜及び代謝疾
患

そ  の  他

256 418

54 353

30 716

21 389

21 191

19 378

109 392

115 445

13 898

13 240

12 725

11 350

10 535

53 697

140 973

40 455

17 476

11 521

10 853

9 871

50 799

一般診 |

100.0

21.2

120

8.3

8.3

7.6

427

65歳

100 0

120

115

110

98

91

46.5

65歳

100 0

28 7

124

82

77

70

36 0

察医療費

未 満

以 上

100 0

23.0

115

66

8.5

7.7

42 7

100 0

139

108

115

100

72

46 5

100 0

30.7

120

8.2

61

69

361

内分泌、栄養及び代謝疾患



8 「国民医療費に含まれないもの」に関連する主な統計数値など

「国民医療費の範囲」の概念図 (5頁 )の うち、「国民医療費に含 まれない もの」
について、関連す る主な統計数値 (費用額 0件数)を以下に示す。

1 病院、一般診療所、歯科診療所 .

(1)「 正常な妊娠・分娩、産じょくの費用」に関する統計数値
異常及び合併症 を有 さない妊娠 、分娩、産 じょくに要 した費用 (健康保険等

適用外)を指す。

(参 考 )

:人 )

人の出生 の

(正常分娩以外のものを含 む )

資料 :「 平成 19年人 自動態統計」 (厚生労働省 )

娩 件 9月 中 )

一 般 病 院 ‐ 般 診 療 所

分娩件数
(正 常分
娩 を含
む )

帝王切開
摘出手術
件数
(再掲 )

分娩に

占める
割合
(%)

分娩件数
(正 常分
娩を含
む )

「炒
分娩に
占める
割合
(%)

平成 17年
20

44,865

47_626

9,623

11.089

21.4′

23.3

40,247

42、792
5,156

5_553

８

０

２

３

:1平成 20年 医療施設調

(2)「 室料差額、歯科材料差額」に関する統計数値
室料差額 とは、特別の療養環境が提供 される病室 (病床ごとに

′
プライバシー

が十分に確保 されている病室)に入院することを患者が選択 した場合に(医療
保険の自己負担 とは別に要した費用を指す。

歯科材料差額 とは、金合金や白金加金 (プ ラチナ)な どの材料を用いて歯科
治療を行 うことを患者が選択 した場合に、医療保険の自己負担 とは別に要 した
費用を指す。

(3)「 美容肇形費」に関する統計数値
美容外科手術に要した費用を指す。

(4)「 集団検診費」に関する統計数値
企業、、学校、地方公共団体などが行 う、集団検診に要 した費用を指す。

及び市区町村が実施 した 診査等 の

受診者数
健康診断
妊産婦・幼児健康診査
歯周疾患検診
骨粗縣症検診
基本健康診査
がん検診

13,879,174

5,888,048

221,613

343,258

13,439,836

24、 375、439
19年 度地域保健・ 老人保健事業報

者数 (単位 :人 )

月ヽ二η」L : ノヽ ノ

出生数
総数

男性

女性

1,089,818

559,847

529_971

注)日 本における日

・複産

出生数
総数

単産
複産

1,089,818

1,065,737

24、 081
全 てで あ る

-11-
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(5)「 個別的検診費、人間ドック等」に関する統計数値
個人単位 で医療機 関において行 う健康診断や人間 ドックを受 けた際に発生す

る費用 を指す。                         .

(6)「 短期入所療養介護等介護保険法における居宅サービス」に関する統計数値
介護療養型医療施設へ短期入所 して受ける、看護・医学的管理下の介護 と機

能訓練等の必要な医療 。日常生活上の世話などの介護保険サー
‐
ビスに要 した費

用を指す。

短期入所療養介護等介護保険法における居宅サービスの費用
単 位 :百 万 円

費用額
(再掲 )

介護予防短期入所療養介護 (病 院等丁
_二塁塑入所療養介護 (病 院等)

50
5、746

5

557
平成 19 給 付 」 (厚 生

(7)「 介護療養型医療施設における施設サービスJに 関する統計数値′ 医療法に規定する医療施設で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定

[曇;二[l[fどをシξξ,i秀
雀藷章機罷賽果.ヽ電秀右2宴球とR覆き房

療施設 にお | サー ビスの n、

費 用 額 利用者負担額
(再掲 )

介護療養型医療施設における施設サ
~

― ビ ス 518、453 47.796
平成 19 給付費実 」 (厚 生労働

(8)「 その他」に関する統計数値
病院 。一般診療所・歯科診療所において行われた医療行為の うち、上記 1の

(1)～ (7)以 外の健康保険等適用外のもの全般を指すЬ

し た 防接種の接種者数 (単位 :人 )

DPTと 百 日せ きジフテ リア破傷風混合 ワクチン、DTと
は沈降ジフテ リア破傷風混合 トキソイ ドの接種者である。

資料 :「 平成 19年度地域保健 0老人保健事業報告」 (厚生労働省 )

(単位 :百 万円 )

DPT及 びDT注 )

急性灰 白髄炎
麻 しん `風 しん
日本脳炎
BCG

ンフルエンザ

5,182,444

2,063,543

2,125,621

418,812

1,089,346

14、809.144

ワクチ ン類
び トキソイ ド

-12-
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2 介護老人保健施設
「介護保険法における居宅・施設サービス」に関する統計数値

ヽ
かまIE暑オまξf:fffl属fS:曇

暮墓雫|こ発奪蓄雰嚢悸履籠動猿ヤ黙源と
卍サー ビスに要 した費用を指す。

法 に お け 設サー ビスの (

費用額 利用者負担額
(再 掲 )

介護予防短期入所療養介護 (老 人保健施設 )

短期入所療養介護 (老人保健施設 )

介護保健施設サービス

９

２

８

８

６

０９４

1_017_705

67
4,776

961914
:「 平成 19 調

訪問看護事業所
(1)「 介護保険法における訪問看護費」に関する統計数値

居宅において、介護福祉 士等か ら受ける、入浴 。排せつ 。食事等の介護 。そ
の他の 日常生活の世話などの介護保険サー ビスに要 した費用を指す。

にお | の費用 (単位 :百 万円)

費用額 利用者負 担額
(再掲 )

介

訪
護予防訪 問看護
問介護

6,715

119_924

586
10.823

平成 19年 護給付 厚 生 労働省 )

(2)「 基本利用料以外のその他 の利用料等の費用」に関する統計数値
基本利用料以外 の訪問看護費、交通費及びおむう代な どの実費

ス (営 業時間外の対応等)な どの費用を指す。

4 助産所
「正常な妊娠・分娩、産じょくの費用」に関する統計数値

助産所 にお ける、異常及び合併症 を有 さない妊娠、分娩、産 じょく
(健康保険等適用外)を指す。

・特別サー ビ

に要 した費用

(参 考 )

産

介

人 )

(正 常分娩以外のものを含む )

資料 :「 平成 19年人 口動態統計」

ち、助産所において出生 した数である。

(厚生労働省 )

5 薬局
「買薬の費用」に関する統計数値

医師による処方箋を必要 とせずに購入できる一般用 医薬品の購入 にかか る費用 を
指す。          '

出荷 。一般用医薬品 。国内
出荷・配置用家庭薬 。国内
一般用医薬品 。生産 。輸入

595,406

31,343

13,613

445
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6 あん摩・はり“きゅうの施術業・接骨院等
「医師の指示以外によるあん摩・マッサニジ等 (健 保等適用外部分)」 に関する統計数値
施術所、接骨院等で提供される医師の指示によらない、健康保険等適用外めあん

摩 'マ ッサージ等のサービスに要した費用を指す。

7 その他                   ヽ

「間接治療費 (健保等適用外部分 )」 に関する統計数値
上記 1～ 6以外の健康保険等の適用 とならない費用の全てを指す。

(1)補装具
装着す ることによ り、失われた身体の一部、あるいは機能を補完す るもので、

義肢 (義手・義足 )、 車いす、義眼及び補聴器 な どをい う。

(2)め がね等
ハー ドコ

器 な どの こ
レンズ、視力補正用単焦点眼鏡 レンズ及び視覚機能検査用機

19年 薬 工業生産動態統計」 ( 労働省 )

卜
ご

つ

ク

い

夕

を

ン

と

あん摩、マ ッサージ及び指圧 を行 う施術所
は り及びきゅうを行 う施術所
あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行 う施術所

給 )・ 修理金

身体障害者・児 の補装具 (購 入 。

戦傷病者補装具 (支 給・修理 )

67.014

-14-



OECDの SHA手法に基づ く保健医療支出推計

(National Health Accounts)

財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会

医療経済研究機構

医療経済研究機構
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1.国 民保健計算 (Na‖ond Heakh Account;NHA)の 概念

国家における保健医療支出は、傷病の治療に要する医療費のみならず、健康増進・疾

病予防、健康管理、あるいは医療保障の運営費、設備整備なども含めて捉える必要があ

る。こうした保健医療に関する支出は「国民保健計算 (Nadontt HeJdl AccOunts;NHA)」

と呼ばれ、政策を評価するための一つの指標となる。

NHAlは、支出項目ごとに機能面・財源面などについて明確に分類化された上で、複

数の項 目からなるマ トリックスとして提供されるべきものである。また、国際的に共通

の分類を用いることで、国家間の比較を通じて、保健医療支出の実態を知ることが可能

になる。NI量 の推計には以下の 3つの重要な事項がある。

・ 包括的 (cOmprchens持c)であること。具体的には、医療制度や健康政策の全ての

コンポーネン トを含むこと。

・ 多次元的 (muld_dmcnsiOnJ)に 記述されること。これは、ヘルスケア関連の財や

サービスに関する支出を記述するだけでなく、地理的、財源、年齢などの分析の

目的に応 じて多次元的に把握できること。

・ 一貫性 (c01dstent)が あること。すなわち、経時的な比較を行 うことために、分

析手法に一貫性があること。

NHAの構成および国民医療費の占める部分を図表 1-2に示 した。NHAは、国民医療

費との比較で見た場合、保健医療支出の範囲の違いが最も特徴的であるといえる。

国民医療費は、その範囲を傷病の治療費に限定しており、医療保険対象外の費用、医

療システムの運営、並びに設備投資に要する費用が除外されている。そのため、政策的

議論のベースとして用いる場合には注意を有する。また、保健医療支出の範囲が諸外国

とは異なるために、国際比較を行 う場合にも適していない。これに対して NIL4は、国

民医療費に比べて広範な保健医療関連サービスが含まれている。具体的には、医療保険

システムの枠外の治療的医療、リハビリ、看護サービス、薬剤、医療用品に加え、健康

維持・増進のためのサービス、公衆衛生サービス、保健医療および健康維持・増進のた

めの管理コス トが含まれている。さらに、保健医療を提供する施設の資本形成、医療従

事者の教育、研究開発、環境衛生なども、保健医療関連機能として勘案されることにな

つてお り、保健医療に関連 した医療支出に関して広範かつ包括的な推計が行われる。ま

た、国際比較可能性を高めるために各項目が包含するサービス種別を明確に定義して推

計するという特徴がある。

1定義 :国内で保健医療に関連して支出された財、サービス購入のための全ての金額

-2-



図表 1‐ 1 総保険医療支出、国民医療費、医療保健給付の範囲
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図表 1‐2 NHAの構成、および国民医療費の占める部分

ただし、下線部は、データ制約等の理由により推計値に含まれないものを表す。

医療サ‐ビス部分 (国民医療費部分)

○病院、一般診療所、歯科診療所が提供するサービス部分 (診療費)

医科診療 (入院、入院外 )、 歯科診療、入院時食事医療費

○訪問看護事業所が提供するサービス部分 (訪問看護医療費)

訪問看護療養費、老人訪問看護医療費、基本利用料

○薬局が提供するサービス部分 (調剤費 :医療保険 。公費・老人保健制度分 )

○あん摩・はり:き ゆうの施術業・接骨院等が提供するサービス部分

柔道整復師 。はり師による治療費 :健保適用部分
○その他の医療提供機関等が提供するサービス部分

移送費 :健保適用部分、補装具 :健保適用部分

医療関連サービス

○予防・健康管理サービス部分
一般葉、衛生材料、眼鏡、補聴器、血圧計、体温計など、補装具

健保等が実施する検診 。人間 ドックなど、母子保健 。学童検診などの検診、予防接種など
失禁用品など、労働安全術生法による検診

医師の指示以外によるあん摩・マッサージなど (健保適用外部分)

○医療サービス部分

正常な妊娠・分娩・産じょくの費用

高度先進医療における患者負担分、基本利用料以外のその他の利用料等の費用
その他の特定療養費

〇医療周辺サー ビス部分

保険適用以外の移送費、救急業務費、歯科自由診療・歯科2昼差額、美容整形費、室料差額
○介護保険における保険医療に関連するサービス部分 (注 1)

訪問介護 (注 2)、 訪問看護、訪問 リハビリテーション、通所 リハビリテーション、短期人所
療養介護、居宅療養管理指導、介護老人保健施設サービス、介護療養型医療施設サービス

間接サ‐ビス部分 (管理業務など)

○医療保障制度の実務に要する費用

社会保険庁、健康保険組合、市町村、社会保険診療報酬支払基金、

国民健康保険団体連合会 など、保健所・保健センター、政府の保健医療実務費
○民間保険の管理業務

生命保険の管理業務、損害保険の管理

保健医療関連部分 (医療を支えるサプシステム)

○医療機関などへの公的負担分 投資、補助金、負担金 など

○民間部門からの投資・補助金、○保健医療従事者の教育および訓練
○保健医療における研究開発、○環境衛生 など

注 1)短期入所生活介護、

与、居宅介護福祉用具購入費、

(注 2)訪問介護については、

居宅介護住宅改修費、介護老人福祉施設サービスを含まない。

NHAに含まれるが、総保健医療支出 (THE)に は含まれない。
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2.国 民保健計算の体系 (A System of Heakh A∝ounts;SHA)     .

NI‐IAの推計手法については国際的にいくつかの方法があるが、現在、
‐
先進国におい

て広く用いられているものは、経済開発協力機構 (Orga轟zadon fOr EcOnomic Co‐ operadon

and Development;OECD)が開発 し、2000年に発表した「国民保健計算の体系」(A System

of HeJtl■ Accounts;SI‐h)である。

SI‐hの 目的、基準、および推計の枠組みを以下に記載する:

(1)SHAの 目的

NI―L4は、国および地域により異なってきた。具体的には、保健医療と他の社会的経

済的活動による違いのみならず、推計基準における詳細さや分類方法に違いがあった。

そのため、oECDは、保健医療支出とその財源に関する標準的なレポー トを相互関係

のある表 (SHA tables)を 用いたフレームワークを提供する目的でt sHAを開発 した。

また、sHA開発のねらいは、国際データ収集のフレームヮークを提供すること、お

よび政策立案に資するNHAの補助、または再検討のモデルとして活用されることであ

る。

推計システムは、時間や国を跨って比較可能でなければならない。このため、銀h
taЫ esは共通の概念、定義、分類、そして推計ルールを基とした。また、sHAの設計に

おいては、各国の保健医療システム間の最も大きな違いを網羅することで、統一的なレ

ポー トを提供するものとされた。

多くの国で複雑化する保健医療システムと、急速な医療技術の進歩により、保健医療

推計の改良が余技なくされている。現在の推計の結果や複雑さを増す保健医療システム

の急速な変化のモニタリングのための従来の保健医療推計の可用性に対し、保健医療シ

ステムと、その改革に直面する政策立案者や観察者は、疑間を持ってきた。保健医療の

消費の概観を提示することは、保健医療システムに関する最新情報の提供への要求に応

えるものである。
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SIIAの主な目的は、以下のとお りである。

○ 標準的な表による、国際比較可能な保健医療推計のセットを提供すること

○ 国際的に協調された保健医療の境界と基本的なカテゴリーを提示すること

○ 中心的な保健医療の機能と保健医療に関連する機能を区別すること。また、異なる分

野での社会および経済政策に関わる共通の関与 として、保健医療の相互部門的な概観

を強調すること

○ 保険プログラムと他の財源配置の分類を用いて、保健医療における資金の流れの分析

を表により表現すること

○ 保険医療サービスの中から小程度の構造を比較研究するための手引きに相当する、中

心的な集計量のフレームワークを提供すること

○ 時間を経て、保険医療サービスにおける一貫性のあるレポー トの提供のためのフレー

ムワークを提案すること

○ 保健医療システムの変更や保健医療政策の経済的結果をモニタリングすること

○ 国の勘定ルールに一致する経済的な視点からの保健医療システムの分析のフレームワ

ークを提供すること

○ 保健医療サービスの供給および需要に関する経済モデルを提示すること。すなわち、

舒い とサテライ ト勘定の間を、概念的に紐付けることを示す道具であること

(出 F~FT:A System of healdl AccOunts Versloll l.0 0ECD 2000,p13)

(2) SHAの 基準

OECDの SHAマニュアル第1版によると、SHAは国民経済計算 (The system of Nλ don』

Accounts3 SNA)と 目的を共有する。これは、統合されたシステムの包括性、国内での

一貫性、国家間の比較可能性であるとされている。

加えて、sIIAに よる推計値は、他の経済的な統計、および社会的な統計による推計

値と可能な限リー致するべきとされた。さらに、これらの SHAにおける質の基準は、

以下の質について 2種類の競争関係があるとされている。

・ 適時性と精度

・ 政策の鋭敏性 と針い が提供する指標の適切さ
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(3) SHAを 用いた推計の枠組み

舒塾 は、統一的な標準表形式で国際比較が可能となるよう、医療活動の全分野を対

象とした包括的な勘定枠組み (Internadond Clasdncadon for Hedtllハ ccOunts,ICHDを 提

供 している。ICI‐IAの基本的な考え方として、以下の 3つの基本的な疑間により、SILt

が構築されている。

○ どこから資金がやってきたのか。 (財源主体)

○ 資金はどこへ行 くのか。 (保健医療サービスと財の供給)

○ どのような種類のサービスが提供され、どのような品日の財が購入されたのか。 (機能的

な定義)

3つの疑間に対応する形として、IcHAは、図表 2-1お よび 2-2に示す機能 (Clasdncadon

of FuncdO叫 HCl、 供給主体 crttders;HD、 財源 (Finandng agents/schemes;HDの 3次元
｀  分類の枠組み とされた。具体的には、以下の表 (SHA taЫ es)が提供 されている。

ただ し、さらに人的資源 (Human Resources;RC)、 および資金 (Financhlg Sourcc 3 FS)′

は 2006年から新たに加 えられた。

図表 2‐l SHAtab!es

No SHAテーブル略称 SHAテ ーブル名称 (説明 )

1 HCxHF Function ofHcalth Care by Hcalth Carc Financing agents/schemes

(機能別分類×財源別分類の 2次元テーブル)

2 HCxHP Function ofHcalth Care by Hcalth Carc PЮ vider

(機能別分類×供給主体別分類の 2次元テーブル)

3 HPxHF Hcalth Care Provider by Hcalth Care Financing agents/schemes

(供給主体別分類 ×財源別分類の 2次元テーブル )

4 HFxFS Hcalth Care Financing agents/schemes by Financing Sourcё

5 RCxHP Human Resources x Health Carc Provider

-7-
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図表 2‐2 保健勘定国際分類 :CHA

Function 奉義有ヒ

HC l Services orcuralve care

h‐patient curadve care

Day cases orcuratlve care

Out‐ patient curative care

Basic inedical and diagnostic services

Out― paticnt dental care

All other specialised health care

All other out― paticnt curative care

Servlces orcuratlve home care

診療サービス

入院診療

口帰 り診療

外来診療

基本的な医療および診断サービス

外来歯科診療

その他の専門的サービス

その他の外来診療

HC ll

HC 12

HC.13

HC 131

HC 132
HC 133
HC 139

サービス

HC 21

11C22

HC 23

HC 24

Services ofrchabilitativc carc

h‐patient rehabilitativO care

Day cases ofrchabilitattve carc

Out‐ patient rchabilitat市 c care

Services ofrehabilitative holne care

リハビリテーションサービス

入院 リハビリテーション

ロ帰 リリハビリテーション

外来リハビリテーション

在宅での リハ ビリテーションサー

ビス

HC 3 Services of long‐ tenn nursing carc

h‐paticnt long‐ tenn nursing carc

Day cases Orlong― tem nursing carc・

長期医療系サービス

長期医療系施設サービス

長期医療系通所サービス

IIC 3 1

HC 32

HC.33

HC 41

HC 42

HC 43

HC 49

hA carcS:holne carc

Ancillaw scrViCCS to hcalth cttc

Clinlcal laboratow

Diagnostic imaging

Patlenttransport and cmergency rescue

在宅での長期医療系サービス

医療の補助的サービス

臨床検査

画像診断

患者搬送および救急

HC 51

HC 52

A‖ othcr nuscellancous 々な補助的サービス

Mcdical goods dお penttd to out― paucnts     外来患者への医療財の提供
Phan■acculcals and ouler mcdcJ non‐ durabLs  医薬品とその他の非耐久性医療財

HC51l PttscHbcd medicules            処方薬
HC512 0ve■ thc‐ countcr mc・dhncs             ‐般薬
HC 5 1 3 0thσ  mcdical■ o■‐duraЫcs           その他の非 m・l久性医療財

Thcrapculc apphanccs md oulcr mdicJ durabに s 医療器具とその他の耐久性医療財

HC 521 Glasses ttd other宙 sion products        眼鏡と視力矯正器具
HC522 0■ hopacdic applねnccs and Othcr prosthcdcs    矯正装具とその他の人工装具
HC 5 2 3 Hcanngaids                 補聴器
HC 524 Medlco‐ technical de宙 ccs,indudng w・ hedcha士s  車椅:子 を含む医療機器
HC 5.2 9 AH other miscellancous medical durables その他の様々な耐久性医療財

HC 6 Prevendon and public h“ lth services

Matemal and child healthi ramily plamm8

counscling

School health services

Prevention orcomunicable diseases

Prevenlon of■ o■‐oonununicable discascs

Occupational healul care

予防および公衆衛生サービス

and母子保健 ;家族計画およびカウンセ

リング

学校保健サービス

感染症予防

非感染症予防

産業保健

HC 61

HC 62

HC 63

HC.64

HC 65

HC 69

HC 7

HC 71
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All other miscё llaneous public health services その他の様々な公 サービス

Hcalth ad面 面sLa●on and healh insurance

Ceneral govertunent ad面 nistration ofhealth

保健医療管理業務および医療保険

政府による一般保健管理業務
HC 71.l Cenemi 30Venllnent admi面 stralo■ of health(∝ cept政 府による一般保健管理業務 (社会

s∝ial sec面ty)              保障を除く)

HC 7 1 2 Adlninistratio■ operalon and suppo■ activitts or社 会保障基金の管理、運営、支援活
social secu●サfundS            動



Fundion機能

HC 72 Hcalul admmstralon and healdlinsurancc"vaに  保健医療管理業務および医療保
険 :民間

HC 721 Hcalth ad面 面山証On and healul instlrance:social保 健医療管理業務および医療保
insurance                  険 :社会保険

HC 7 2 2 Hcalth admnistration and health hsuran∝ :other保 健 医療 管理業務お よび医療保
pnVate                   険 :そ の他の民間保険

by kind 分類されないもの

HC Rl Capita romalon ofhedth care provider insutu16ns保 健医療提供機関の資本形成

Health‐ related func● ons 保健医療関連機能
HC R2
HC R3
HC R4
HC R5
HC R6

HC R7

HC R61

HC R69

Education and trai壷 ng ofhealul persomel

Research and development h hea:ul

Food,hygtene and dH山ng water control

En宙romnental health

保健医療従事者の教育および静1練

保健医療における研究開発

食品、衛生および飲料水の管理

環境衛生

Administration and provislon or sOdal services in疾 患や障害を伴 う生活を支援する
kind to assistliving with discase and imparment  ための社会サー ビスの現物支給お

よび管理業務
S∝ial services of LTC(LTC other ulan Hc 3)  HC 3に 含まれない社会的介護サー

A1l olllcr scrvices classined ulldcr HC R 6

ビス

その他 HC R6に分類 されるサー ビ

ス

Adminお tratlon and provislon of ttalul― relatd保健関連の現金給付および管理業
cash‐bcneA鰺                 務

Memorandum items

Ml(HC)

Mll(HC)
M19(HC)

M2(HC)

M3(HC)

Non―heJth care ac● 宙tics ofhealth care providers 保健医療提供機関の非保健医療活
動

Social care aclvities orhealul care prOviders十 保健医療提供機関の社会介護活動
Other non‐ healh activnics ofhealul care providers 保健医療提供機関の他の非保健医

療活動

Total pharnlaccuucal a.d other mcdical医 薬品 とその他の非耐久性医療財
.。n_ruraЫeslncluding in‐ patient and other ways of(入 院を含む、他の提供形態)

provision)

Ъtal ofancilhw scrvicclhcluding ln‐patent)  補助的サービス (入院を含む)

摯保健医療提供機関から提供されるHC R6に関するサービスを含む

Provider供 給主体

HPl Hospitals

General hospitals

Mental health and substance abusc hospitals

Speciality(other man mental health and

病院

一般病院

精神保健および薬物濫用治療病院
subゞancc専門病院 (精神保健および薬物濫用治

IIP H

HP12
11P1 3

HP21
m22

m23

HP2.9

Nursing and residcntial care racilities

Nursing carc facilities

Residential mental retardalon,mental health

substancc abuse racilities

Comnunity care facililes for the elderly

A1l other residential care Lcilitics

長期医療系施設および居住施設

長期医療系施設         ′

and発 達遅滞、精神保健および薬物依存治

療のための居住施設

高齢者のためのコミュニティケア施

設

その他の居住施設

ぼ 3
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Providers ofarnbulatory healul care

orlces orphysicians

ofrlces ofdentists

ortces ofother health practtioners

外来医療提供者

医科診療所

歯科診療所

その他の保健医療従事者の外来施設

医療経済研究機構

HP31
HP32
m33



Provider供 給主体

HP34 外来診療センター
HP 3 4 1 Family plangung centres            家族計画センター
Ⅲ3.42 0ut‐ patient mental health and subゞ ancc abuse centres外 来患者精神保健および薬物中毒治療

センター

HP34 3 Frec‐ standulg ambulatow surgeW Centres     独立外来外科センター

HP344 Dia″蒟s Care ccntrcSs              透析医療センター
ⅢB 4 5 A1loulerou卜 pattnt multi‐ specialiw and c00perauveそ の他の外来患者のための様々な専門

scrvice centres および協同サービスセンター
HP3 4 6 All other out― paticnt community and Other integratcdそ の他の外来患者のためのコミュニティ

Out‐padent care centres

care centres

IIP 3 5             Medical and diagnostic iaboratorics

HP36             Providcrs ofhome healdl care scwices

HP3 9             othcr provides orambulatory health carc

I―IP 3 9 1  AInbulance services

HP 3 9 2  Blood and organ banks

IIP 3 9 9  Providers ol・ an oher ambulatow health carc scrviccs

ケアおよび統合ケアセンターおよび統合
ケアセンター

臨床検査および診断検査所

在宅医療サービス提供者

その他の外来サービス提供者

救急車サービス

血液および臓器バンク

その他の外来サービス提供者

l―IP 4 Ret前lMに and other providers ol・ medlcal goods  医療品の小売、供給
Dispensing chemists 調剤薬剤師
Ret■l sdc and othcr supplicrs of optに J glasscs and眼鏡と視力矯正器具の小売、その他の

I―IP4 1

11P42

11P43

m44

11P49

other vision products

Rctail salc and othcr suppliers ofhcaring aids

供給業者

Illi聴器の小売、その他の供給業者
Rct“l 縫に 枷d Otller supphcrs of medical医 療器具の小売、その他の供給業者
appliances(othcr han opucal glascs and hcanng面 ds)(1艮鏡および補聴器以外)

A‖ other misccHancous sale and othcr suppllers ofそ の他、医薬品および医療財の様々な
s and inedical

Provision  and  ad■ unistration

販売、その他の供給業者

。r pubhc hcdth公 衆衛生プログラムの提供お よび管
理

IIP6 1

11P62

1P63
HP64
1P69

Gcncral hcalth adinirustratlon ol｀ hcalth

Govcrluncnt adinirusけ ation ofhcaltll

Social sccurity funds

Othcr social insurancc

Otllcr(priVatc)Insurancc

一般保健医療管理業務

政府による保健医療管理業務

社会保障基金

その他の社会保険

その他の (民間)保険

HP71

m72
11P79

AH other ofhcalth ad面 rustration その他の保健医療管理
Other industnes(rest O負 隆 economy)      その他の産業 (そ の他経済分野 )

Establishnents as pro宙 ders or occupa● onal hcalth産 業保健サービス提供者の事業所
care services

Privatc households as providcrs ofhome care 在宅ケア提供者としての一般家計
A1l other hdusけにs as secondaw prOducers of hedth保 健医療の二次的生産者 としての他
Care       _            の産業

HP9 Rcst ofthc world その他
Memorandum items

Ml(HP) Hcalth care rchted activities providers n e.m(■ Ot保健医療に関連 したサー ビスの提供
mvesunent)                者 (資本形成でない。)
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Fmancing agenυ schemes財源

HFl Genera1 30Venlment

Cenera1 80Venlment excludlng social

funds

Centra1 30Verlunent

Minisけ ofHcalth

Other Ministries

State/provincia1 80Venunent

Localノ inunicipa1 80Venllnent

一般政府

secunty社会保障基金を除く一般政府

中央政府

保健省

保健省を除く他の中央官庁

地方政府

地方自治体

社会保障基金

HEll

HFlll
HC llll
H■ 1112
HFl12
H■ 113

HF12
皿 2

HF2 1

HF22

HF23

∬ 24

民間部門

民間が扱う社会保険
PHvaに hsurance entrpHses(other than social民 間の保険会社 (社会保険以外)

insurancc)

Pnvatc houschold out‐ o,pocket expenditure  家計負担
I―IF 2.31  out‐ oぃ∝ket e、 cluding cos●shanng     共同負担としての保険料を除く家計負

担
CosLshaHng central goverlunent state /共 同負担としての保険料 (中 央政府、
pЮvincial goverluncnt Loca1 / municipal地 方政府、地方自治体、社会保障基金 )

30Venllnenti So,ial ttCurity runds

Cost―shanng:Private msurallce 共同負担 としての保険料 (民間保険 )

All othcr cost‐shanng その他の共同負担

Non‐pront inttitulons s酬 hg houschdds(othCr対 家計民間非営利団体 (社会保険以外)

than social insurance)

IIF 2 5         COrporalonく other than health msumnce)   企業 (医療保険以外 )

HF3 Rest ofthe worid その他

S∝ial funds

PHvate sector

PFiVate s∝ ial insurance

IF 2.3 21HF 2

35

1-IF2 3 6‐HF2
37
T239

Human resources人 的資源

RC ll Human rcЮurces(employed and scIFcmployed)

Col■pensation ofcmployccs

Selicmployed income

人的資源 (被用者と雇用者 )

被用者の所得

雇用者の所得

RC lll,RC l

RC l13
12

Financing sources資 金

FS l Genera1 8ovemment u面 ts

Terntona1 80VCrlunent

一般政府

政府

他の公共単位

FSll
FS 12

FS 2

FS 21+FS2 3

FS 22

A1l other

Private sector

Corporations and hIPISH

Houscholds

民間部門

企業および非営利団体

フに言|
FS 3  FS 33 Rest ofthe、 vorld その他

(1当F~F:2006 JOINT OECD,EUROSTAT AND WHO HEALTH ACCOUNT(SHA)DATA COLLECTION

ELECTRONIC QUESTIoNNAIRE EXPLANATORYNOTES)
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3.わ が国の SHAに基づ く保健医療支出推計手法

(1) 開発の経緯

2000年 に oECDは保健勘定の国際基準 として sHAを発表 し、加盟各国への参加 を呼

びかけた。2001年の OECD HcJJl Dataよ り、この新基準に沿つた推計を行 うことが

求められた6

調査班では、2000年 (平成 12年度厚生労働科学研究費特別事業)か ら、sHAに準拠

した 日本の総保健医療支出の推計方法を開発 し、その手法を用いて 1998年度の総保健

医療支出の推計を行った。続けて、2001年 (平成 13年 )、 2002年 (平成 14年)の 2カ

年にわた り厚生労働科学研究費統計情報高度利用総合研究事業において継続的研究を

行つた。 さらに、2003年 (平成 15年)から 2oo6年 (平成 18年)の 4カ 年は、oECD
委託事業 として、推計手法の開発およびモニタリングを実施 した。

なお、2005年の国際会議では、oECD、 EUROSTAT、 WHO(ヽbJd HeJd1 0rganiza“ on)

が共同で SHA質問票を作成、調査を行つた。

図表 3‐1 推計手法の開発およびモニタリングの仕組み (2006年 )

調査票

(SHA‐tablcs)

SHA質問票

事務局 (OECD、EUROSWЩ WHO)

①推計基準の開発 (国際会議)

②各国調査りIへの調査票発送、収集

⑤調査票検証、HcJthData計 算

⑥HcJthDataの 公表

各国調査班

①推計基準の開発会議参加

③国別の推計手法の開発

データ収集

④推計、調査票の提出

⑤調査票検証 (事務局)対応
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(2) 構造について

主要な推計範囲である Expendlture on heJdlの構造を図表 りに示す。

図表 3‐2 RRT4(Expendimre on he」dl)の構造

①総保健医療支出(Totalcpcndlu“ on hcalh)

②経常保健医療支出(TdtJ cunent eゃ cnd“ ure on healh)   J

①個別的保健医療支出(Ilkpcndiurc on Pcrso■ ol healh caFe)

10医療サ=ビ
ス支出(E"endivお Oimedl11.:し ルilll)

○医療財 のヽ支出 (Mcdlca1 800dS dspcnscd to out_patlenヽ )

⑩医薬品その他非耐久性医療財 (Phamaccuttak and othcF m● d“ al non・durabLs)

①治療用具その他の耐久性医療財 (Therapeutt apphances and other med“ aidunbLs)

⑥集EE的保健医療支出(I“ endiu“ On coltctwc hcalh carc)

③予防―公衆衛生 (P“ ventlon and pubLc hcalh)

◎保健管理と保険への支出優

“

cndituFC On hCalth admhtttra“ n and hsumncc)

/  O医 療設備への投資(Tothnvcstmcntonmcd“ J hc」

“

にs)
′

図表 が示すように、①「総保健医療支出 (TotJ expendtLlre On hettth)」 は、②「経常

保健医療支出 (TotJ current expendture on hcJth)」 と③「医療設備への投資 (TotJ

iNestmcnt on medtcJ Lc‖ dcs)」 で構成される。このうち③は、病院や診療所、介護老人

保健施設による設備投資額である。

②は、④「個別的保健医療支出 (Expendturc on persOnJ heJd■ care)」 と⑤「集団的保

健医療支出 (Expenditure On cdlecdve hcJJl care)」 の合計である。

④は、⑥「医療サービス支出 (Expendture on mcdcJ ser宙 ces)」 と⑦「医療財への支

出 (McdcJ g00ds dlspenscd t0 0ut― PadentS)」 の合計である。

⑤は、③「予防一公衆衛生 (Prevendon and PuЫ たheJth)」 と⑨「保健管理と保険への

支 出 (ExPendmfc on heJJl administra任 On and insurancc)」 の 合 計 で あ る。この うち 、③ は 、

各医療保険者による保険給付、行政の実施している母子保健事業及び学校保健事業に要

した費用、そして、企業の法定外福利費に含まれる医療・保健費などが含まれる。また、

-13-
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⑨は、医療保険制度の運営 。実務に要した費用 (人件費や物件費など)のことであり、

具体的には公費負担医療の運用において国。地方自治体が審査支払機関へ委託している

審査支払部分の費用、各医療保険者による保険の適用、保険料の徴収、明細書の点検な

どに係る費用を含む。

⑦は、⑩「医薬品その他非耐久性医療財 (PharmaccudcJs and odler medcJ nOn_duraЫ cs)」

と① 「医療用具その他の耐久性医療財 (Therapeudc apJianccs and other medcJ duraЫ es)」

の合計である。⑩には、処方薬に係る費用や一般医薬品に係る費用、衛生材料などの非

耐久性医療財に要した費用が含まれる。また、①は、1艮鏡や補聴器、血圧計、体温計、

舗装具などの耐久性医療財に要した費用を含む。

基本的に各項目は、財源別に PuЫた (一般政府や社会保障基金による負担)と Pr市ate

(民間保険会社や家計による負担)に分類される。

さらに、図表 3-3示すように、⑥は「入院医療費 (ExPcndture on hl― pa‖ ent care)」 、「外

来医療費 (ExPendttlrc on out‐ padent care)」 、「デイケア医療費 (ExPcndttlre ol day carc)」 、

「在宅医療費 (Expendttlrc on home care)」 、「補助的サービス (ExPcndttlre on andHary

scr宙ccs)」 の総額である。 さらに、「リハビリテーションを含む急性期 (curaHvc and

rehaЫ‖tadvc carc)」 と「長期医療系 (賂ntttefm nurJng carc)」 という機能別分類もなされ

ている。なお、「外来医療費 (ExPcndturc on out― PaHent Carc)」 は、全て「リハビリテー

ションを含む急性刃](curat市 c ald rchaЫ ‖ta‖vc ca“ )」 に分類される。

図表 3‐3 医療サービス支出 (ExPcncllttlr m mcdlctt scruccs)の 構造

EIpendituno on l■ edical servlces

3,cnditurc on in‐ paticnt carc

BΨcnditurc on day carc

B,Cnditurc on honE carc

B,cnditurc on out‐ paticnt carc

B,cndiurc on anc‖ lary scrviccs
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OECD HeaLh Data推 計結果

4.2005年 度の推計結果

(1) 2005年度総保健医療支出の概況

本研究にて推計した 2005年度における [総保健医療支出 (TotJ exPendtu“ 。n heJth;

TI‐IE)]は、図表 4-1に示すように、約 40兆 9501億円であつた。

この うち [経常保健医療支出 (TOtJ cur“ nt expendture on hedtll)]が 約 4o兆 olo9億

円 (対 THE比 97.7%)、 [医療設備への投資 (TotJ L、たstment on medcJ ttcldきs)]が約

9392億円 (2.3%)であつた。

[経常保健医療支出]の うち、[個別的保健医療支出 (Expendture on pcrsond heJth

care)]は約 38兆 2868億円 (対 THE比 93.5%)で あつた。これは [医療サービス支出

(ExPcnditure On medicJ ser■ ces)]約 29兆 7876億 円 (72.7%)と 「医療財への支出 (卜ledcJ

goods dlsPcnSed to out― Padeits)」 約 8兆 4992億円 (20.8%)か らなる。

さらに、[医療サービス支出]の内訳をみると、[入院医療費 (ExPcndmfe on h_padent

carc)]15兆 8859億円 (対 THE比 38.8%)、 「外来医療費 (Expendtur8 0n out_padent carさ )」

約 13兆 0480億円 (31.9%)、 [デイケア医療費 (Expendture on day care)]3578億 円 (o.9%)、

[在宅医療費 (Expenditure On home care)]約 1998億円 (0.5%)、 [補助的サービス

(Expendimre on andHary ser宙 ces)]約 2961億円 (0.7%)であつた。

また、[医療財への支出]の内訳は、[医薬品その他非耐久性医療財 (PharmaceudcJs and

other medtcJ non― duraЫes)]約 8兆 o897億円 (対 THE比 19.8%)と 「医療用具その他

の耐久性医療財 (Therapeudc apJhnCCS and other medcJ duraЫ es)」 約 4095億円 (1.0%)

であった。

[経常保健医療支出]の うち、[集団的保健医療支出 (Expendture 6n cdiccdvc heJth

care)]は約 1兆 7241億 円 (対 THE比 4.2%)であった。これは[予防―公衆衛生 (Prevendon

and PuЫたheJJ■)]約 7743億円 (1.9%)と [保健管理と保険への支出 (E長lcndttre 6n heJth

adふinistration and insurancc)]9498億 円 (2.3%)からなる。

-15-
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総保健医療支出

Total E、 Pcnditure on Hcalth
40,950,110

経常保健医療支出
Currcnt Expcnditure on Hcalth

40.010.940

A(97.7%)

医療設備への投資
Total lnvcstmcnt on Mcdical Fac‖ lics

939,170

A(23%)

個別的保健医療支出

ExPcnditu“ on Pcrsonal Hca!th Carc

38.286.843

A(935%)

集団的保健医療支出
on Col!cclvc Hcaltt Carc

l,724.098

A(42°/0)

医療サー ビス支出

Expcnditurc onヽ lcdical Scrviccs

29、787.614

A(727%)
B(778%)

医療財への支出

E、Pcnditurc on Medicュ :Goods
8,499.228

A(208%)
B(222%)

予防 。公衆衛生
Prevcntion&Pub:ic Hcaith

774,25:

A(19%)

保健管理 と保険への支出
ExPndl貯

`。

口‖
“
‖hAdmhi“ rJion&!nslranll

949.847

A(23%)

入院医療

In‐ Paticnt Carc

15、 885,858

A(388%)
B(415%)

医薬品その他非耐久性医療財
olcr medlcJ non‐ dunblcs

8.089,740

A(198%)
B(211%))

外来医療

Out‐ Paticnt Carc

13.048.025

A(319%)
B(341ツ3)

療用具その他の耐久性医療財
natttult appliaces&olher medc」 durables

409、 489

A(10%)
B(11%)

デイケア医療
Day Care
357、 811

A(09%)
B(0.9°/。 )

在宅医療
Home Care
199,804

A(05%)
B(050/0)

補助的サービス

Ancil:ary scrviccs

296,116

A(07°/0)

B(0.8°/● )

図表 4‐1 保健医療支出の構造と推計値 (2005年度)

(単位 :百万円)

( )の 数字のうち、Aは総保健医療支出に対する割合
Bは個別的保健医療支出に対する割合
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1995-2005年度の推移

図表 4‐2は国民医療費と総保健医療支出の 1995年度から2o05年度までの過去 11年

の推移である。国民医療費は 1995年度に約 27.0兆円だつたものが、1999年度には約 30.7

兆円までに増加 したが、2000年度には介護保険制度ヘー部の医療系サービスが移行 し

た影響もあり、約 30.1兆 円に減少した。しかし、2001年度には再び増加に転じ約 31.1

兆円となり、2003年度は約 31.5兆円、2004年度は約 32.1兆円、2005年度は約 33.1兆円

であつた。

一方で、総保健医療支出は 1995年度に約 34.0兆円だつたものが、2005年度には約 41

兆円に増加 した。総保健医療支出に占める国民医療費の割合は、図表 4-2に折線グラフ

で示すように、2000年度は国民医療費の減少の影響を受けて 78.3%に低下したものの、

2005年度は 80.9%であつた。

図表 4‐2 国民医療費と総保健医療支出の推移

単位 :10億円

医療経済研究機構

(兆円)

45.0

40:0

35.0

300

250

20.0

15.0

100

5,0

00

=  ・国民医療費 ― 総保健医療支出 一 国民医療費の占める割合

年度 1999 2000 2005

国民医療費 26.958 28.454 29,582 30,702 31:100 31,538 33.129

総保健医療支出 33、966 35,87C 36、 598 37.377 39,225 39,022 39,643 40,950
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参考資料 1

公的統計の整備に関する基本的な計画
.(抄

)

第2 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

1 第 1の「3施策展開に当たつての基本的な視点」に掲げられた事項のうち、「統計
の体系的整備」、「経済・社会の環境変化への対応」について、総合的かつ計画的に

講じていく具体的な施策は、以下のとおりである。 ・

なお、本文においては、現状・課題や取組の方向性等を記述し、平成21年度からの

5年間に講ずるより具体的な措置 口方策、担当府省、実施時期等については、別表に

整理した (本文及び別表の整理については、第3及び第 4も 同様である:)。
(略 )

i 2 統計相互の整合性及び国際比較可能性の確保 口向上に関する事項

(略 )

(4)医療費に関する統計の国際比較可能性の向上

ア 現状 口課題等

我が国の医療は、国民皆保険制度の下、高い保健医療水準を維持するとともに、

世界最高水準の平均寿命を実現してきた。この公的医療保険制度により賄われる

医療費に関する統計は、昭和29年度以降、医療経済における重要な指標の一つと

して整備されている
`他方t OECD(経済協力開発機構)は、医療保険対象外の予防・健康関連サ

ービス、医療制度の運営、設備投資等の費用を含めたSHA(国 民保健計算の体
_系 (A System of Health Accounts))を 国際データ収集の枠組みとして開発し、

rマクロな保健医療支出推計の国際比較デT夕 の収集及び提供を行っており、我が

国においても、高齢化の進展を背景にして、疾病予防や健康管理を重視する施策
への転換、国民の健康や医療費に対する関心の高まり等により、

｀
これまでの公的

医療保険制度に係る医療費推計に加えて、医療保険対象外の予防・健康サービス

等の費用を含めた国際比較可能な保健医療支出推計に関する統計の整備の必要性

が指摘されている。

イ 取組の方向性                   ′      :
こうした状況を踏まえ、医療費に関する統計の体系的整備、国際比較可能性の

向上の観点から、保健医療等の分野全体の医療費をマクロでとらえる統計 (OE
CDの SHA手法に基づく保健医療支出推計)を公的統計として位置付けること

について検討する。



別表 今後5年間に講ずべき具体的施策
「第2公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策」部分

項  目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

④ 医療費に

関する統計

の国際比較

可能性の向

上

医療費に関する統計の体系的整備、国際

比較可能性の向上の観点から、保健医療等

の分野全体の医療費をマクロでとらえる統

計 (OECDの SHA手法に基づく保健医

療支出推計)を公的統計として位置付ける

ことについて、できるだけ早期に結論を得

られるよう、学識経験者や利用者を含めて

検討する。

厚生労働

省

平成21年度

から検討を

開始し、でき

るだけ早期

に結論を得

る。



第56巻第15号「厚生の指標」2009年12月 参考資料 2

I は, じ め に

平成21年 4月 1日 に新統計法が施行され,

「公的統計の整備に関する基本的な計画」も3

月13日 に閣議決定された。これを機会に,医療

に関する基本的な統計の体系の解説を行い,関
係者の参考としたい。医療については様々な統

計があるが, ここでは体系とこれを構成する基

本的な統計だけを取り上げ,個々の統計につい

ての詳細な説明は行わないので,ご関心のある

方は,各統計の報告書をお読みいただきたい。

Ⅱ 医療統計の2つの体系

政府の医療統計は2つの体系からなっている。

ひとつは具体的な医療のニァズとその供給体制,

供給量を把握しようとするものである (以下,

医療活動の体系)。 もうひとつは医療活動に伴

う資金の流れによって医療の生産,分配,支出

を把握しようとするものである (以下,医療経

済の体系)。

国民が医療に関心を持つのは,病気やけがを

したとき,出産するときに必要十分な医療を受

けることができるのかということだろう。どの

ような患者がどれぐらいいて,その患者に医療

を提供するスタッフや設備がどれぐらいあるの

か,医療活動の体系はその答えを提供しようと

するものである。ここで重要なのは貨幣に換算

された額ではなく何人,あるいは何病床といつ

た実物の単位での把握である。一方,医療のた

めにどれぐらいの経費がかかるのか,それを誰

が負担しているのか,どのような仕組みで支払

われているのか,それは一体誰のどのような病

気の治療のたゅに使われているのかも知りたい

と思っているだろう。医療経済の体系はこの期
待に応えるものである。こちらでは貨幣の単位

での把握が求められる。これら国民の知りたい

と思うことは同時に,政策の立案,効果の把握

のためにオ巴握されるべきことでもある。

片方の体系だけでは日本の医療の実態を把握

し理解することはできない。 2つ の体系を整備

することによって医療のニーズの予測やこれに

基づいた供給体制の整備,医療費の予測や財政

面での手当などの政策立案のための基礎を提供

できる。

さて,医療統計の体系は,医療の特性を良く

捉えたものでなければならない。医療を衣食住

など普通の消費財と比べると大きな違いがある。

衣食住は毎日の生活に常に必要なものである。

これに対し,診療は基本的には誰かが傷病にか

かつたとき初めて必要が生 じるもあであるし,

予防は誰かが傷病にかかるおそれがあるときに

必要となるものである。広い意味での医療の根

本には誰かが傷病を負うこと,あるいはそのお

それがあることがある。医療統計体系は誰がど

のような病気にかかるかを念頭に置いて構築さ

れなければならない。

次に,医療サービスは時と所が極めて重要で

ある。救急医療などでは交通事故に遭って重い

けがを負った患者の治療は一刻を争い, 5分の

違いが生死を分かつこともある。慢性期の治療

の場合でも,患者が長い時間をかけて遠い医療

施設に通うのは負担が大きい。かと言つて医療

わが国の医療統計体系について

タカハラ  マサユキ

高原 正之*

* 厚生労働省大臣官房統計情報部長
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従事者も医療設備 も簡単に素早く長距離移動で

きるものではない。この点は医療活動の統計を

作る場合には,特に注意が必要である。

3番 目に,医療は生命,健康といつた極めて

基本的な必要に対応するものであり,日 本や多

くの先進国では社会扶助,社会保険などを通じ

て,誰 もが必要な医療を受けられることを理想

として社会化が進んでいる。これは,最終的に

医療費の負担をする者と医療を受ける者の間に

差があることを意味する。このようなシステム

の下で相当な所得の移転が行われている。医療

経済統計はこの関係も明らかにする必要がある。

Ⅲ 医療活動の体系

医療活動のニーズの把握の基礎となっている

のは,患者調査であり,供給体制,供給量の把

握の基礎 となっているのは医療施設静態調査 ,

病院報告である。

患者調査は,男女別年齢別に何人の患者が,

どのような傷病で, どのような医療施設で, ど

のような医療サービスを利用しているかを示す

ものである。医療サービスの内容としては入院

か外来か,入院ならばどれぐらいの期間入院し

ているかなどかなり細かい部分まで把握してい

る。開発途上国などでは,潜在的には治療が必

要であるけれども実際には治療を受けられない

でいる患者がいるが,わが国ではそのような事

例は少なく,お おむね,現実の医療サービスの

利用を医療サービスの潜在的な必要量と考えて

いいだろう。もっとも,若者の性感染症や結核

患者など治療を必要としていながら治療を受け

ていないものがいることにも配慮が必要である。

このようなニーズに対応する医療サービスの

供給体制を示すのが医療施設静態調査,病院報

告である。これらは病院,診療所などの医療施

設がどれだけあるか, どのような診療科がある

か,集中治療室,人工透析装置,病床などの医

療設備がどれだけあるか,そ こで医師,医療従

事者がどれだけ働いているかを示している。こ

れらは医療のサービスの提供体制,供給能力を

示す ものである注D。 医療サービスに対する

ニーズは本質的に時々刻々と変化するものであ

り,現実にどれだけのサービスが提供されてい

るかも問題であるが,い ざという場合にどれだ

けの医療サービスを提供できるかが国民の生命

と健康を守るために極めて重要である。もちろ

ん,現実に,診療,手術,検査などのサービス

をどれだけ提供 しているかなどもこれらの調査

は示 している。

先に説明したとおり医療サービスにとっては

時と所が重要であり,医療サービスに対する

ニーズと供給体制,供給量は全国的にバランス

がとれていればいいとはいえない。大阪で交通

事故に遭ったとき東京で受け入れ体制があって

も意味はない。地域ごとのニーズと供給体制の

バランスが重要である。このため,報告書では

患者調査は二次医療圏まで,医療施設静態調昼 ,

病院報告は都道府県まで地理的に区分して表章

している注の。医療施設静態調査,病院報告 も

報告書には掲載していないが主な集計表につい

て二次医療圏ごとのものを作っており,政府統

計の総合窓口 (e_Stat)で 閲覧できるようにし

ている。地元の状況がどうなっているか,是非 ,

=度
お読みいただきたい。これにより,都道府

県,二次医療圏ごとに医療に対するニーズと供

給体制のバランスを把握することができる。都

道府県が医療計画を作るときにはこれらの地域

的情報が不可欠である:

ところで,わが国では,公的保険を利用する

場合であっても,患者は自由に医療機関を選ベ

る (フ リーアクセス)。 このため,受療行動調

査により患者がどのように病院を選択するか,

どのような希望を持つているか, どの程度満足

しているかを把握している。    
｀

なお,これらの調査は需給のバランスを把握

するためのものであるので,異なる時点で実施

しても意味がない。このため 3年 に 1回 ,同一

年に実施している (病院報告は毎年)。 需要に

応じた供給体制の整備という観点から,需要は

感染症の流行など季節的な需要の増加の影響を

受けない時期に標準的な量を把握することが望

ましい。調査時期は秋とされている。
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図1 平成19年度 国民医療費の構造
[国民医療費総額 34兆1360t円,人口 1人当たり国民医療費 267,知円]

制度区分別構成割合     年齢階級別構成割合    診療種類別構成割合
%

脚
一餅注

財源別構成割合

Ⅳ 医療経済の体系

医療経済の実態を包括的に示すためには,国
民経済計算 (SNA)の ように支出,生産,分
配の3面から把握できるような体系が必要であ

る。このため, 2つの統計がある。ひとつは国

民医療費注のでぁり,医療の特性に配慮 して医

療の支出面を多角的に把握している。もう1つ

は,医療の生産,分配面を把握している医療経

済実態調査である。これらは全国に重点を置い

て表章している。

なお,平成24年 2月 に第1回の経済センサス

ー活動調査一が実施される予定である。これに

より医療経済の体系的把握が前進することが期

待される。

(1)国民医療費

国民医療費はいくつかの軸を設定し,様々な

角度から医療費を提えている。図 1は左から,

誰が医療費を負担しているか,どのような制度

を通じて医療費が支払われているか,どのよう

D厚箭震役寡奇臨醗魏言議緞認mについての支払離額を積み上げたもの¬『ある(ただし,患者負担は推計値である)。

2)壁肇劣裂層層唇纏塁焚管写ま,蒐苦訂衡裏

'8許

が総数に合わない場合もある。

な年齢の者のために使われているか,どのよう

な医療施設が提供するどのような治療のために

使われているか,どのような傷病の治療のため

に使われているかを示したものである。これら

が国民医療費の基本的な軸である。

1)財源別医療費

これは医療費の最終的な負担者を示すもので

ある。わが国には公的な医療制度,様々な公的

な医療保険制度,私的な保険があり,こ れらか

ら支出が行われている。もちろん個人がこれら

の制度を使わずに医療サービスを受けることも

自由である。公的な保険は主に保険料 (税)に
より賄われているが,それを支払うのは事業主

であつたり,被保険者であったり様々で,さ ら

に保険診療にも自己負担があるなどかなり錯綜

しているoこ れを整理して,国庫,地方の公費 ,

事業主,被保険者の支払う保険料,患者が自己

負担するものに整理している。

制度区分別医療費ではどのような制度を通 じ

て医療費が支払われているかが示されているが,

同じ保険制度でも保険料が事業主によって支払

われている場合,従業員によって支払われてい
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る場合,住民によって支払われている場合,あ
るいは公費が投入されている場合があり,その

最終的な負担者が財源別医療費で明らかにされ

ている。

先に述べたように医療についてはサービスを

受ける者とその費用を負担する者が一定しない

ことが多く,医療費の最終的な負担者を明らか

にすることは重要である。

これらの負担割合は制度の変更がなければ
,

短期間に大きく変動することは考えにくいが,

もし,最終的な負担者が分からなければ,今後 ,

医療費が増えた場合に誰の負担が重くなるかも

分からないし,制度改革をしたときにその前後

でどのような変化が生 じたのかも分からない。

なお,こ のような財源について諸外国の情報

を得ることは必ずしも容易ではないが,そのよ

うな情報があれば有意義な国際比較もできよう。

SHAがこのような方向でも整備されていくこ

とを期待したい。

2)制度区分別医療費

どのような制度を通 じて医療費が支払われて

いるかを示 している。国民経済計算 (SNA)
の制度部門別の所得支出勘定の支出に相応する

ものであるが,制度部門が細分化されている。

また,医療費が公的保険制度によって賄われて

いるかどうかが分かる。

3)年齢階級別医療費

これは,誰のために医療費が支出されている

か,言い換えると誰がどれだけの額の医療財 。

サービスの提供を受けたのかを示すものの 1つ

である。政府や国民の関心は,医療費の負担だ

けではなく,必要とするものが必要十分な医療

を受けているかどうかにもある。したがって
,

誰のための医療費かを把握する必要がある。

誰がという観点に立つと,理論的には患者を

様々な観点から分類することができるが,こ れ

は年齢階級別の医療費を示すものである。これ

と人口統計を組み合わせることにより,年齢階

級別の人口 1人当たり医療費も推定している。

また,政府,国民が医療費の負担をする以上,

医療費の予測をしなければならない。

わが国では少子高齢化と言われるように人口

構成が変化してきている。高齢化が必ず医療費
の増加をもたらすとは言えないが,将来,医療
費がどのように変化 していくかを考える上で,

高齢化の要素を無視することはできない。どの

ような年齢のものにどれだけの医療費が掛かつ

ているかを知ることは重要である。

なお,同 じ観点から,図 には示 していないが,

患者の住所を元に「都道府県別」医療費の総額,

1人当たり医療費も推計 している。

この観点から言えば,男女別の医療費の推定

が将来の課題である。     '
4)診療種類別医療費     /
これは医療財 `サ ービスを提供する主体とそ

の提供しているサービスの中身を区分して,医
療費を示している。例えば,医薬分業により,

病院,診療所に支払われる医療費と調剤薬局に

支払われる医療費が変化 していく様子はこれで

分かる。また,入院のための医療費と外来のた

めの医療費の割合も分かる。

5)傷病分類別医療費

経済学的にみれば医療サ∵ビスはきわめて特

殊な財である。通常の財はどんなときにも効用

をもたらすものである。効用がゼロであること

はあっても,マ イナスとはならない。医療につ

いてはこれが当てはまらない。例えば,採血さ

れるのが好きだという人はいないだろう。バリ

ウムを飲むのは楽しいだろうか。歯を削られる

のを好む人はあまりいないはずである。胃の摘

出に喜びを感 じる人がいるとは思えない。

これらの財・サービスに効用があるのは,病
気になったり,けがをしたりしたときだけであ

る。言 vヽ 換えれば,こ れらの財・サービスの需

要を決めるのは,本質的には病気やけがである。

病気やけがが原因であり,医療費はその結果で

ある。この因果関係に即 して, どのような病気

やけがの治療のどれだけの医療費が使われてい

るかを示す必要がある。

このような傷病別の医療費は,政府,国民 ,

保険者,医療機関共通の関心でもあるだろう。

医療費の予測,国際比較にも欠かすことのでき

ない情報である。例えば,がんの治療費の削減

に役立つ薬剤が開発されたとしてその経済的な
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効果を把握するためには,がんのためにどれぐ

らいの医療費が費やされているかを知つておか

なければならない。

傷病分類別医療費はこれを示す ものであ

る注0。

以上が主な軸の説明であるが,国民医療費は

これらの軸を組み合わせた2次元, 3次元の情

報も提供 している。医療費は,誰かが何らかの

傷病にかかり,何 らかの診療を行うから支出さ

れるものである。誰もけがをせず,病気になる

こともなく,健康に過ごすのであれば医療は不

要である。診療が行われなければ医療費は発生

しない。したがって,論理的には「誰の」と

「どの傷病の」「どのような診療に」医療費が

かかっているのかを明らかにする,「年齢階級

別」「傷病別」「診療行為別」を組み合わせた三

次元の医療費が最も根源的なものだろう。こう
いうものも国民医療費は提供している。

1つの例を示そう。「45歳から64歳のもの」

の「悪性新生物」の「入院」のために費やされ

た医療費は,1985年度には,2917億 円であった。
これが2005年度には5970億円に増加した。一方,

同じ年齢の「結核」の「入院」のための医療費

は,428億円から67億円に減少した。

医療費の時系列的な比較や国際比較のために

はこのような情報が必要である。ある国の医療

費が他の国に比べて多いとしても,それは1人

当たり医療費の高い高齢者が多いといった人口

構成の違いによるのかもしれないし,高額の治

療費を要する傷病にかかるものが多いなど疾病

構造の差によるのかもしれない。同じ傷病に対

する医療費の差に起因するのかもしれない。医

療費の比較のためにはこのような情報が不可欠

である7■ 51。

(2)医療経済実態調査

国民医療費の支出には,病院,診療所,調剤

薬局などの供給が対応している。しかし,こ の

供給はこれらの主体の生産額,つ まり付加価値

額とは一致しない。他の経済主体が生産したも

のが購入され,中 間投入として用いられている

からである。端的な例では,調剤薬局は製薬会

図2 医療機関の費用構造 (平成18年度)

〔甲曼雪冤守医療髯3ソ

,:`子:桐日〕

医療サービス従事者~ [医
師,歯科医師,薬剤師,看護師等]498

― 医薬品 21.3

拿
料

月1撃 翠 翼 繹
」陸 離 激 態幹 餓 1946

社などから購入 した薬品を加工してあるいはそ

のまま供給している。

医療財・サービス供給主体が生産したものは

どれだけなのか, これらの主体が生み出した付

加価値はどのように分配されたのかを知るため

には,国民医療費とは別に生産 。分配統計が必

要である。

このような体系があると,医療財・サービス

に資金を投入したとき,それがどの程度,医療

の従事者に分配されるか,サービス主体にどの

程度の余剰が発生するかが分かる。また,どの

ような中間投入がどれぐらい必要となるのか分

かる。費用の構造が分かると言つても良い。

このような統計は,国民に対 して適切な医療

を確保するための政策の立案,制度の運用に

とつて不可欠である。

医療経済実態調査は,医療財・サービスにつ

いてこのような情報を提供している
.(図

2)。

供給面,分配面に関連して問題となるのが,

医療従事者の行動の把握である。受療行動調査

により患者の行動が把握されているように,何
らかの形で,医師,看護師,薬剤師, コメデイ

カルの意識,行動,勤務実態を把握できるよう

な公的統計の必要性が認識されつつある。いく

つかの医療の職種については賃金構造基本統計

調査で,賃金,労働時間などが把握されてきた。

公的統計以外では, 日本医師会が実施 した「女
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性医師の勤務環境の現況に関する調査」「勤務

医の健康の現状と支援のあり方に関するアン

ケート調査」など,様々な調査が行われ始めて

おり,厚生労働省でも研修修了者に対するアン

ケート調査が行われた。医療に関係する職種の

実態把握が進んでいることは高く評価されるべ

きであろう。

Vお わ り に

財政状況が厳しく,統計作成のためのリソー

スは削減され続けている。財政状況が急に好転

することは期待しにくい。また,政府統計に対

する国民の協力の意識は徐々に低下する傾向に

あり,調査の実施は困難になりつつある。この

ような中でも医療は国民にとって不可欠のもの

であり,その実態を統計により明らかにするこ

とは重要である。患者調査,医療施設静態調査

などにより,医療の実体的な需給が把握され,

国民医療費・医療経済実態調査がほぼ国民経済

計算に対応 して支出・生産 。分配を明らかにし

ており,さ らに,医療の本質から必要とされる

支出の分類も持っている。これらからなる医療

統計体系は一応の水準に達していると言える。

しかし,さ らに医療統計の改善・充実を図って

いかなければならない。小論が関係者の医療統

計体系に対する理解の一助となれば幸いである。

(参考)SHAについて

参考のためにOECDで とりまとめられてい

るSHAについて簡単に説明しておこう。なお,

SHAについては速水らDが詳しい。

SHA(A System of Health Accounts)は

保健医療に関する支出のみを記録する体系であ

る。SNAの フロー部分のうち支出だけに対応

している注0。 この体系は基本的には 3つの次

元からなっている。

第 1の次元は機能別分類と呼ばれるものであ

る。医療・保健に関わる財やサービスの種類を

示すものである。大きくは次の 8つの項目から

なっている。最初の 5つ は個人に提供される財

やサービスである (参考表)。

この項目ごとに計算された支出は,SNAの
統合勘定の国内総生産の支出側のうち,医療・

保健部門の支出を示すものと言えよう。SNA
の民間最終消費支出,政府最終消費支出,総固

定資本形成に相当するものが含まれている。国

民医療費の診療種類別医療費で示される診療行

為別に医療費を示すという発想と似た考え方に

たっている。その範囲は国民医療費より広い。

第 2の次元は第 1の次元に含まれるサービス・

を供給する主体を分類 したもので,供給主体別

分類と呼ばれている。やはり8つ の主体に分類

されている。これはSNAの経済活動別分類に

対応している。

この次元で集計された支出は,医療に関係す

る生産主体が提供した財サービスに対 してどれ

だけの額が支払われたかを示すものでもある。

逆の面から捉えれば,こ れはこれらの主体がど

れだけの財・サービスを提供したかを示すもの

である。SNAでは経済活動 (産業)別 の総供

給に似たものである。これは,こ れらの主体に

よる生産額ではないことに注意が必要である。

国民医療費の診療種類別医療費で示されている

1.機能別分類

HCl診 療サービス
HC2 リハビリテーションサービス
HC3長 期医療系サービス
HC4医 療の補助的サービス

(臨床検査,画像診断など)

HC5夕1来患者への医療財の提供
HC6予 防及び公衆衛生サービス
HC7保 健医療管理業務及び医療保険
HC8保 健医療関連機能

3.財源 (支払い者)別分類

HFl一 般政府
HFll社会保障基金以外の一般政府

HF12社会保障基金

HF2民 間

HF21民間社会保険

HF22民間保険会社

(民間社会保険を除 く)

HF23家計の直接支払い

HF24'寸民間非営利団体
(民間社会保険を除 く)

HF25企業

参考表

2.供給主体別分類

HPl病 院
HP2長 期医療系施設及び居住施設
HP3外 来医療提供者
HP4医療財ρ小売業者,その他の業者
HP5公衆衛生プログラムの提供

及び管理
HP6-般 保健管理業務
HP7その他の産業
HP8その他
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病院,診療所,調剤薬局などの区分に類似 して

いるが, より幅広 くとらえられている。

第 3の次元は財源 (支払い者)別分類と呼ば

れているものである。SNAの制度部門別分類

に対応している。ここに挙げられている主体は

制度部門そのもの,あ るいはそれを細分化した

ものである。大きくは一般政府と民間に区分さ

れている。それぞれはさらに次のように (参考

表)細分されている。

これに基づいて集計されたものは, どのよう

な制度部門が医療費を支払ったかを示すもので

ある。国民医療費で言えば制度区分別医療費に

相当する。

さて,国民医療費と同様,SHAで も,単純

な一次元の分類だけではなく,こ れら3つの次

元の組み合わせにより,支出の詳細な把握を

行っている。第 1と 第 2の次元を組み合わせる

と,病院がどれだけの診療サービスを提供した

か (=社会全体としてどれだけの診療サービス

を病院から購入したか)が分かる。第2と 第 3

の次元を組み合わせると,例えば病院が提供し

た財サービスについて一般政府がどれだけ支

払ったか (=病院がどれだけ一般政府から受け

取つたか)が分かる。第 1と 第 3の次元を組み

合わせると,例えば診療サービスに対して一般

政府がどれだけ支払ったか (=一般政府から受

け取つたか)が分かる。

SHAの長所は基本的には第 1の次元の幅が

広いことにある。つまり,取 り扱われる医療保

険の財・サービスの範囲が広いことである。

サービス提供者の種類が多いのは,こ れの反射

であるし,支払い者の種類が多いのもこれに伴

うものである。

SHAは国民医療費と同様に支出の体系であ

る。しかし,残念ながら,医療の特性を反映し

た次元を今のところ持つていない。SHAが医

療支出の体系に留まるとしても,医療の特性を

的確に反映した体系へと改善されていくことが

望まれている。

注1)最近関心を呼んでいる医師数について,医療施

設静態調査,病院報告では常勤医師については

第56巻第15号「厚生の指標」2009年 12月

人数を,非常勤医師については常勤換算をした

人数を示 している。これは従事者の 1週間の勤

務時間を勤務している医療施設で定めている 1

週間の勤務時間で割ったものである。例えば非

常勤医師の 1週間の勤務時間が20時間であり,

勤務 している医療施設で定めている 1週間の勤

務時間が40時間であれば,0.5人と計算 している。

現実にどれだけのサービスが行われているかを

示すものである。平成20年医療施設静態調査で

は男女別の常勤換算医師数を把握することとし

ている。なお,医療施設に勤務している医師の

人数を医師・歯科医師・薬剤師調査でも調査 し

ている。

2)医療施設調査,病院報告は全数調査であるので,

必要に応 じて市町村などの集計を行 うこともでき

る。また,医療施設をキーとして他の調査 とのリ

ンケージも可能である。

3)国民医療費は,各種の統計,行政記録を基に,医
療保障諸制度ごとに毎年の給付額を求め,こ れに

伴う患者の一部負担額と患者が医療費の全額を支

払う全額自費を推計 した加工統計であり,名 目値

を算出するものである。このような性格からデフ

レータは作成されていない。

4)傷病の分類は国際疾病分類 (ICD)に よっている。

5)こ の問題はOECDで も意識されておりSHAマ ニュア

ルの今後の課題として,個人に対するケアの支出

をジェンダー・年齢,疾病 (ICD),所 得層に分割

することが示唆されている。また,新たな次元と

してジェンダー,年齢,地域,所得水準,社会階

層,エスニックグループなどの対象者別のものを

建てることも例として示されている。

6)フ ローの支出面だけを捉えたものに,フ 百―とス

トックの両方を, また,フ ローについては生産 ,

分配,支出の 3面 を捉えている包括的な体系であ

るSNA(A System of National Accounts)と よ

く似たSHA(A System of Health Accounts)と

名付けたことが誤解を生んでいるように思われる。

より実態に近いのはA System of Health Ex‐

penditure Accountsで あろう。
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